
経 済 協 議 会 協 議 事 項

 ○ 所管事項の報告について 

１ 土地の買入れについて 

２ 八戸都市圏交流プラザ「８base」の開業について 

３ 八戸市附属機関設置条例の一部改正（案）の概要について 

４ 小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築本棟工事請負の一部変更契約を締

結することの専決処分について 

５ 小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築電気設備工事請負の一部変更契約

を締結することの専決処分について 

６ 小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築機械設備工事請負の一部変更契約

を締結することの専決処分について 

７ 令和元年度八戸市自動車運送事業会計決算の概要について 

８ その他 

日時 令和２年８月 21 日(金) 

   午前 10 時 

場所 第二委員会室 



 

 

 

 

 

 

土地の買入れについて 

 

1. 買入れの目的 

八戸北インター第２工業団地用地とするため  

2. 買入れする土地の概要 

(1) 所 在  八戸市大字尻内町字笹ノ沢及び字杉子沢地内 

(2) 面 積  54,143.16㎡ 

(3) 買 入 金 額  101,215,300円 

3. 買入れの相手方 

個人１名 

4. 位置図 
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八戸市議会の議決を経るべき契約及び財産の取得又は処分を定める条例（抜粋） 

（この条例の趣旨）  

第１条  この条例は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第１項第５号及び第８号の規定

に基づき、議会の議決を経るべき契約及び財産の取得又は処分を定めるものとする。  

（議会の議決を経るべき財産の取得又は処分）  

第３条  議会の議決を経なければならない財産の取得又は処分は、予定価格 4,000 万円以上の不動

産（土地についてはその面積が１件 5,000 平方メートル以上のものに限る。）若しくは動産の買入れ若

しくは売払い又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。  

経 済 協 議 会 資 料 
令 和 ２ 年 ８ 月 2 1 日 
商工労働観光部産業労政課  

 

八戸北インター第２工業団地 

対象地 
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八戸都市圏交流プラザ「８base」の開業について 

 

 

１．経 緯   

  八戸都市圏交流プラザ「８base」については、八戸圏域の総合的なプロモー 

ションを行う首都圏交流拠点として、本年６月末に開業する予定であったが、新 

型コロナウイルス感染拡大の影響により、開業時期が９月に延期になっていたも 

の。 

 

２．開 業 日   

令和２年９月 10日（木） 

  ※開業日については、新型コロナウイルスの感染状況により変更となる場合が 

あります。 

 

３．オープニングセレモニーについて 

開 催 日：令和２年９月 10日（木） 

   開催場所：八戸都市圏交流プラザ「８base」店内 

内  容：11：00～ オープニングセレモニー 

      11：30～ 内覧会（セレモニー出席者） 

      12：00～ 店舗開店 

 

４．プレオープンについて 

   運営事業者が試験的営業を行うことで、開業後のスムーズな運営と「８base」

開業のＰＲを図るため、報道機関及び関係者向けのプレオープンを実施する。 

 

[プレオープン] 

開 催 日：令和２年９月５日（土）～６日（日） 

   時  間：11：00～16：00 

     

 

５．新型コロナウイルスの感染対策について 

   事業者向け東京都感染拡大防止ガイドラインの徹底に取り組み、「感染防止徹 

底宣言ステッカー」を取得し、店頭に掲示する予定。 

 

令 和 ２ 年 ８ 月 ２ １ 日 

商工労働観光部観光課 

経 済 協 議 会 資 料 
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[８baseが取り組む主な感染対策] 

   ①利用者・従業員にマスク着用の徹底を周知する。 

   ②消毒備品を各所に設置する。 

   ③対面が想定される場所にはパーテーションを設置 

する。 

   ④24時間換気システムによる自動換気を実施。 

   ⑤床にソーシャルディスタンスサインを掲示する。 

   ⑥大声での会話はしない、グラスの回し飲みはしない等の注意喚起文を掲示 

する。 

 

 

[参考：八戸都市圏交流プラザ「８base」の概要] 

 

１．設 置 目 的  （１）地域産品の認知度を高め、販路を拡大する。 

          （２）継続的に地域を応援してくれる関係人口を増やす。 

 

２．運 営 主 体  八戸市（八戸圏域連携中枢都市圏事業として実施） 

 

３．所 在 地  東京都千代田区内幸町一丁目 7-1「日比谷 OKUROJI」内 

          （参考：面積 約 138㎡） 

 

４．営業時間・定休日  営業時間：11：00～22：00 

          定 休 日：年末年始 

 

５．運営事業者  株式会社 金剛(代表取締役 大久保 圭一郎) 

 

６．機 能  （１）飲食機能・物販機能 

          （２）交流機能  

 

東京都「感染防止徹底宣言ステッカー」 

店  名 



 経 済 協 議 会 資 料 

令和２年８月 2 1 日 

農林水産部水産事務所 

 

八戸市附属機関設置条例の一部改正（案）の概要について 

 

 

１ 条例改正の理由  

当市水産物のブランド戦略の推進に関し、必要な事項について協議を行う「八戸市

水産物ブランド戦略会議」を設置するため 

 

 

２ 主な改正内容 

（１） 附属機関を定める別表に「八戸市水産物ブランド戦略会議」を追加する 

 

（２） 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の報酬及び費用弁償の額

を定める別表に「水産物ブランド戦略会議の委員」を追加する 

 

 

３ 水産物ブランド戦略会議について 

（１）目  的  食に関する専門的知見を有する者から意見を聴取し、八戸産水産物 

のブランド化推進に資する施策に反映することを目的とする 

（２）委員構成  生産者、調理師、流通業者等 ６名以内 

（３）開催回数  令和２年度は３回程度を予定 

 

 

４ 施行期日   公布の日 

 



 

 

 

 

 

小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築本棟工事請負の一部変更契約を締結することの 

専決処分について 

小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築電気設備工事請負の一部変更契約を締結すること

の専決処分について 

小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築機械設備工事請負の一部変更契約を締結すること

の専決処分について 
 

 
１ 本棟工事 

（１）工 事 名  小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築本棟工事 

（２）契 約 者  穂積・石上特定建設工事共同企業体 

（３）専決処分の理由 

 工事期間に変更が生じたため、地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、 

専決処分したもの 

（４）変更内容 

   変更前 令和元年８月６日から令和２年 11月 27日まで（480日間） 

   変更後 令和元年８月６日から令和３年２月 26日まで（571日間） 

   増 減 91日間延長 

（５）変更理由  

   鋼材等資材納期に不測の日数を要したため 

管理棟 1階・2階事務室等の配置計画の見直しが生じたため 

 

２ 電気設備工事 

（１）工 事 名  小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築電気設備工事 

（２）契 約 者  京谷・日進・大成特定建設工事共同企業体 

（３）専決処分の理由 

 工事期間に変更が生じたため、地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、 

専決処分したもの 

（４）変更内容 

   変更前 令和元年８月６日から令和２年 11月 27日まで（480日間） 
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令和２年８月 21 日  

農 林 水 産 部  

水 産 事 務 所  



 

 

   変更後 令和元年８月６日から令和３年２月 26日まで（571日間） 

   増 減 91日間延長 

 

（５）変更理由  

   本棟工事の工期延長により変更するもの 

 

３ 機械設備工事 

（１）工 事 名  小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築機械設備工事 

（２）契 約 者  西浦・テクノ・葵特定建設工事共同企業体 

（３）専決処分の理由 

工事期間に変更が生じたため、地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、 

専決処分したもの 

（４）変更内容 

   変更前 令和元年８月６日から令和２年 11月 27日まで（480日間） 

   変更後 令和元年８月６日から令和３年２月 26日まで（571日間） 

   増 減 91日間延長 

（５）変更理由 

 本棟工事の工期延長により変更するもの 



○ 事 業 規 模

区        分 前年比 前年比 増減率

65 名 98.5% 64 名 98.5% △ 1 名 △ 1.5%

118 両 100.0% 118 両 100.0% 0 両 0.0%

3,757 千km 99.6% 3,731 千km 99.3% △ 26 千km △ 0.7%

6,831 千人 99.8% 6,533 千人 95.6% △ 298 千人 △ 4.4%

○ 事 業 収 支（税抜）   （単位：千円）

区        分 前年比 前年比 増減率

事　業　収　益 1,546,943 100.3% 1,499,291 96.9% △ 47,652 △ 3.1%

(1)営 業 収 益 1,092,494 98.6% 1,062,555 97.3% △ 29,939 △ 2.7%

運　送　収　益 1,074,635 98.5% 1,043,402 97.1% △ 31,233 △ 2.9%

運 送 雑 収 益 17,859 101.8% 19,153 107.2% 1,294 7.2%

(2)営 業 外 収 益 454,449 104.7% 436,736 96.1% △ 17,713 △ 3.9%

一般会計補助金 363,755 107.0% 340,000 93.5% △ 23,755 △ 6.5%

長期前受金戻入 78,100 99.3% 82,071 105.1% 3,971 5.1%

そ　　の　　他 12,594 82.6% 14,665 116.4% 2,071 16.4%

事　業　費 1,560,008 104.3% 1,616,541 103.6% 56,533 3.6%

(1)営 業 費 用 1,549,834 104.2% 1,605,781 103.6% 55,947 3.6%

人    件    費 1,005,191 104.1% 1,006,115 100.1% 924 0.1%

物    件    費 346,430 106.7% 346,455 100.0% 25 0.0%

減 価 償 却 費 165,472 98.2% 224,251 135.5% 58,779 35.5%

そ の 他 経 費 32,741 117.0% 28,960 88.5% △ 3,781 △ 11.5%

(2)営 業 外 費 用 10,174 111.5% 10,760 105.8% 586 5.8%

△ 13,065 － △ 117,250 －

153,328 － 36,078 －

経 済 協 議 会 資 料

令 和 ２ 年 ８ 月 21 日

交 通 部 運 輸 管 理 課

令和元年度 八戸市自動車運送事業会計 決算の概要について

職  　員  　数

30年度実績

年 間 乗 客 数

増減額１年度実績

増　　　減30年度実績 １年度実績

累  積  損  益

車　  両  　数

営 業 走 行 km

純    損    益



八戸市自動車運送事業

（　　％）は，対前年度比

26年度を100
とした指数

(99.2%) (101.0%) (92.9%) (105.2%) (100.3%) (96.9%)

1,563,206 1,578,888 1,466,115 1,542,072 1,546,943 1,499,291

(115.6%) (84.1%) (97.4%) (105.2%) (104.3%) (103.6%)

1,736,144 1,460,393 1,422,234 1,495,959 1,560,008 1,616,541

(99.5%) (104.1%) (71.4%) (113.3%) (107.0%) (93.5%)

403,846 420,215 300,000 340,000 363,755 340,000

(97.9%) (99.2%) (98.8%) (99.7%) (98.6%) (97.3%)

1,134,284 1,125,097 1,111,901 1,108,204 1,092,494 1,062,555

９
※
資金不足
比率

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% －

△ 13,065

153,328

00
資金の
不足額

120,280 166,393

－0 0 0

36,078 －

0

６
一般会計
補助金

７ 営業収益

８

△ 42,096 76,399５ 累積損益

150,656
(新会計基準
適用による
利益剰余金)

118,495 43,881 46,113 △ 117,250 －

２ 事業費

３ 純損益

２７年度 ２８年度 ２９年度

１年度

２６年度 ３０年度

95.9

93.1

84.2

93.7

１ 事業収益

△ 172,938

４

その他未
処分利益
剰余金変
動額

「決算状況の推移」

区　　　分

　※地方公共団体の財政の健全化に関する法律による資金不足比率　

　　公営企業の資金不足を、公営企業（自動車運送事業）の事業規模である営業収益の規模と比較して指標化し、経営

　状況の健全度を示すもので、数値が低いほど健全とされる。

資金の不足額
営業収益

　平成26年度から平成28年度までは法で定める猶予期間により　資金の不足額＝不良債務－賞与・法定福利費引当金残高

資金不足比率（％） ＝　  ×１００
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